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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定

処遇改善加算・介護職員等ベースアップ

等支援加算処遇改善計画書について 
 

大田市地域福祉課指導監査係 

 
 
１．介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースア

ップ等支援加算の計画書の提出について 

「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等

支援加算に関する基本的考え並びに事務手順及び様式例の提示について」の一部改正につ

いて、厚生労働省老健局通知（介護保険最新情報 Vol.1132）により提示がありました。 

令和５年度において当該加算を算定する事業所については、「介護職員処遇改善加算・

介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」を

提出していただく必要がありますので、提出期限までに計画書の提出をお願いします。 

 

〇提出期限  令和５年４月１５日（土） 

〇様式等掲載ホームページ 

「大田市ホームページ」→「事業者の方へ」 

→福祉・介護「介護保険（指導監査等）」→「介護職員処遇改善加算等について」 

→２．介護職員処遇改善加算等の計画書様式 

 

 

２．計画書の提出先について 

  
＜担当＞ 〒694-8502 大田市大田町大田ロ１１１１番地 

        大田市 健康福祉部 地域福祉課 指導監査係 

Ｔ Ｅ Ｌ：（０８５４）８３－８０６４（直通） 

Ｆ Ａ Ｘ：（０８５４）８４－９２０４ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：o-shidou@city.oda.lg.jp 
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